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平 成 ３ １ 年 ２ 月 ６ 日  

子ども・子育て審議会資料② 

平成３１年度 学童クラブ事業について（案） 

 

1  学童クラブの新設 

・八小学童クラブ： 八小北の隣接公園に、２クラブの建設。 

各６０人定員 平成３３年４月１日開設予定。 

・十二小学童クラブ： 十二小西側中庭に、２クラブの建設。 

各４０人定員 平成３３年４月１日開設予定。 

 

2  指定管理者による管理運営 

(1) 指定管理者制度の新規導入    

・小平市立五小学童クラブ第二・第三、花小金井小学童クラブ第二（新規） 

      各定員４０人 

      指定管理者 株式会社明日葉（旧社名：葉隠
はがくれ

勇
ゆう

進
しん

株式会社） 

指定管理期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 

 

(2) 指定管理者の更新    

・小平市立十小学童クラブ第二・第三（更新） 

      各定員４０人 

      指定管理者 株式会社明日葉（旧社名：葉隠
はがくれ

勇
ゆう

進
しん

株式会社） 

指定管理期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 

 

3  学童クラブ費の改定 

 学童クラブ条例を改正し、平成３１年４月１日から、月額５，５００円のところを、 

月額７，０００円に改定。 

  ※ 減額・免除要件は従来通り継続。 

  ※ 延長保育料は改定しない。 

 

4  計画の推進状況 

  計画を上回る数を確保している。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

確保方策 28 か所 30 か所 31 か所 32 か所 33 か所 

確 保 数  28 か所 30 か所 32 か所 33 か所 36 か所 

 

 


